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議案第５４号  

   訴えの提起について  

 本市が行った支払督促の申立てについて、民事訴訟法（平成８年法律第１

０９号）第３９５条の規定により、下記のとおり訴えの提起があったものと

みなされることとなったため、議会の議決を求める。  

  令和３年３月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  相手方    

市内在住の男性  

 

２  事件の内容  

相手方は、市から重複して特別定額給付金の支給を受け、再三の催告に

もかかわらず、その返還に応じなかったため、誤って支給した特別定額給

付金の返還及びこれに対する法定利息金の支払を求める支払督促の申立て

を行った。これに対して相手方から督促異議の申立てがあったため、訴え

の提起があったものとみなされることとなった。  

 

３  請求の趣旨  

誤って支給した特別定額給付金の返還及びこれに対する法定利息金の支

払を求める。  

 

４  授権事項  

  必要に応じて控訴及び上告をすることができる。  

 

 

 

 

提案理由  

誤って支給した特別定額給付金の返還等の支払督促の申立てについて、

訴えの提起があったものとみなされることとなったため、地方自治法第９

６条第１項第１２号の規定により、この案を提出する。  


